
【背景】

• 予防接種法に基づく定期接種については、予防接種法施行令（政令）第１条の２に
おいて、接種対象の年齢が定められている。

• 一方、予防接種法に基づく定期接種を受けることが適当でない者として、予防接種
法第７条及び予防接種法施行規則第２条において、「明らかな発熱を呈している者」
「重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者」等が定められている。

また、各ワクチンの添付文書においては、「明らかに免疫機能に異常のある疾患
を有する者及び免疫抑制をきたす治療を受けている者」等が接種不適当者とされて
いるほか、「心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎
疾患を有する者」等が接種要注意者とされ、接種適否の判断を慎重に行うこととさ
れている。

• このため、免疫機能の異常など、長期にわたる重篤な疾患等により接種を受けら
れなかった場合、政令で規定する対象年齢を超えてしまうと、定期の予防接種を受
けられないこととなる。

• 長期にわたる疾患から回復した子の保護者等から、このような場合にも、定期接
種を受ける機会を確保してほしいとの要望がある。

長期にわたる疾患等のため
定期接種を受けられなかった場合の対応について
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• 免疫機能の異常など、長期にわたる重篤な疾患等により定期接種を受けられなかった
者が、当該事由が消滅した後速やかに接種するときは、政令の接種対象年齢を超えてい
ても、定期接種として実施できるよう、特例措置の規定を設けることとしてはどうか。

• このような規定を設ける場合の具体的な取り扱いについて、どう考えるか。

– 一類定期接種の全ての予防接種を対象としてよいか。

– 対象者としては、長期にわたり接種不適当者であった者及び、長期にわたり接種要注意者に該
当し医師の判断により接種ができなかった者を広く対象としてよいか。

– このような取り扱いは、当該事由が消滅した後速やかに接種した場合に限られることや、接種の
是非は接種時に個別に判断できることから、制度上は年齢の上限を設定しないことでよいか。

（参考：急性疾患等のために定期接種が受けられなかった場合の対応）

２回以上接種が必要な予防接種（ジフテリア・百日せき・破傷風、日本脳炎）については、
予防接種法施行規則に規定する接種間隔をおいている間に、明らかな発熱を呈しているこ
と又は急性の疾患にかかっていることにより予防接種を受けることが適当でないとされた者
については、当該者が、当該事由が消滅した後速やかに定期の予防接種期間内に接種し
たときは、予防接種法実施規則に規定する間隔をおいたものとみなすという特例措置が設
けられている。（予防接種法実施規則第９条第６項、第15条第３項）

検討課題



参照条文

第七条 市町村長又は都道府県知事は、第三条第一項又は前条第一項に規定する予防接

種を行うに当たつては、当該予防接種を受けようとする者について、厚生労働省令で定め
る方法により健康状態を調べ、当該予防接種を受けることが適当でない者として厚生労働
省令で定めるものに該当すると認めるときは、その者に対して当該予防接種を行つてはな
らない。

（定期の予防接種を行う疾病及びその対象者）

第一条の二 法第三条第一項の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同

項（予防接種法の一部を改正する法律（平成十三年法律第百十六号）附則第三条第一項
の規定により読み替えられる場合を含む。）の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる疾
病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者（当該疾病にかかつている者又はかかつたことの
ある者（インフルエンザにあつては、インフルエンザにかかつたことのある者を除く。）その
他厚生労働省令で定める者を除く。）とする。

予防接種法施行令（昭和二十三年七月三十一日政令第百九十七号）（抄）

予防接種法（昭和二十三年六月三十日法律第六十八号）（抄）



参照条文

疾病 定期の予防接種の対象者

ジフテリア
一 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者

二 十一歳以上十三歳未満の者

百日せき 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者

急性灰白髄炎 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者

麻しん
一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者

二 五歳以上七歳未満の者であつて、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始
期に達する日の前日までの間にあるもの

風しん
一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者

二 五歳以上七歳未満の者であつて、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始
期に達する日の前日までの間にあるもの

日本脳炎
一 生後六月から生後九十月に至るまでの間にある者

二 九歳以上十三歳未満の者

破傷風
一 生後三月から生後九十月に至るまでの間にある者

二 十一歳以上十三歳未満の者

結核 生後六月に至るまでの間にある者

インフルエンザ
一 六十五歳以上の者

二 六十歳以上六十五歳未満の者であつて、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫
不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの



参照条文

第二条 予防接種法施行令（昭和二十三年政令第百九十七号。以下「令」という。）第一条の
二第一項本文に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要が
ないと認められるもの

二 明らかな発熱を呈している者

三 重篤な急性疾患にかかつていることが明らかな者

四 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によつてアナフィラキシーを呈したことがある
ことが明らかな者

五 急性灰白髄炎、麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあつては、妊娠しているこ
とが明らかな者

六 結核に係る予防接種の対象者にあつては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等によ
るケロイドの認められる者

七 第二号から第六号までに掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

第二条の二 令第一条の二第一項の表インフルエンザの項第二号に規定する厚生労働省

令で定める者は、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に
制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活
がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。

予防接種法施行規則（昭和二十三年八月十日厚生省令第三十六号）（抄）



参照条文

（予防接種を受けることが適当でない者）

第六条 法第七条に規定する厚生労働省令で定める者は、予防接種法施行規則 （昭和二十
三年厚生省令第三十六号）第二条第二号から第七号までに掲げる者とする。

（第一期予防接種の初回接種）

第九条 ジフテリア又は破傷風の第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフ

テリア破傷風混合ワクチンを二十日から五十六日までの間隔をおいて三回皮下に注射す
るか、又は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを二十日から五十六日までの間隔をおい
て二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。

２～５ （略）

６ 前各項の規定に基づき第一項に規定する間隔をおいている間に、明らかな発熱を呈して

いること又は急性の疾患にかかつていることにより、第六条の規定に基づき予防接種を受
けることが適当でないとされた者については、当該者が予防接種法施行令（昭和二十三年
政令第百九十七号）第一条の二の表ジフテリア若しくは破傷風の項の定期の予防接種の
対象者欄第一号に規定するもの又は百日せきの定期の予防接種の対象者であつて当該
事由が消滅した後速やかに接種したときは、前各項の規定による第一項に規定する間隔を
おいたものとみなす。

予防接種法実施規則（昭和三十三年九月十七日厚生省令第二十七号）（抄）



参照条文

（第一期予防接種）

第十五条 日本脳炎の第一期の予防接種の初回接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを

六日から二十八日までの間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・
五ミリリットルとする。ただし、接種量は、三歳未満の者にあつては〇・二五ミリリットルとす
る。

２ 日本脳炎の第一期の予防接種の追加接種は、第一期予防接種の初回接種終了後おおむ

ね一年を経過した時期に乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを一回皮下に注射するものとし、
接種量は、〇・五ミリリットルとする。ただし、接種量は、三歳未満の者にあつては〇・二五ミ
リリットルとする。

３ 第一項の規定に基づき接種の間隔をおいている間に、明らかな発熱を呈していること又は

急性の疾患にかかつていることにより、第六条の規定に基づき予防接種を受けることが適
当でないとされた者については、当該者が予防接種法施行令第一条の二の表日本脳炎の
項の定期の予防接種の対象者の欄第一号に規定する者であつて当該事由が消滅した後
速やかに接種したときは、第一項の規定による接種の間隔をおいたものとみなす。


